自動点呼規程
（目的）
第1条 
業務前自動点呼及び業務後自動点呼（以下「自動点呼」という。）は、次に掲げる場所において、自動点呼を受けようとする運転者等の属する営業所の運行管理者等が当該運転者等に対し「対面点呼による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める告示」による機器（以下、「自動点呼機器」という。）を用い「自動点呼」を実施できるものとする。　
⑴　運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫
⑵　運転者等が自動点呼を受けようとする場所が当該運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫でない場合にあっては、当該業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所

[bookmark: _GoBack]（実施要件）
第2条　第１条により「自動点呼」を実施する場合には、次の各号について確実に実施するものとする。
⑴　自動点呼実施場所には「自動点呼機器」を設置すること。
⑵　運転者は、第1条で定める場所で「自動点呼機器」を使用し「自動点呼」を実施すること。
⑶　点呼の内容は、運行管理規程に定める通常行う点呼（運行管理規程〇条～〇条）に準じて実施すること。なお、業務前自動点呼の際は体温・血圧を測定し、その結果と平時の値との差異を記録し保存すること。
⑷　点呼記録簿に記載する内容を記録、保存し、1年間保存すること。

（自動点呼機器を設置する施設及び環境の要件）
第３条 
「自動点呼機器」を設置する施設及び環境は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 
⑴　なりすまし、アルコール検知器及び健康状態測定機能に係る機器の不正使用並びに第１条各号に掲げる場所以外で自動点呼が行われることを防止するため、ビデオカメラその他の撮影機器により、運行管理者等が自動点呼を受ける運転者等の全身を自動点呼の実施中又は終了後に明瞭に確認することができること。 
⑵　自動点呼が途絶しないために必要な通信環境を備えていること。

（自動点呼実施時の遵守事項）
第４条
事業者及び運行管理者等は、「自動点呼」を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 
⑴　事業者は、「自動点呼機器」の使用方法、故障時の対応等について運行管理者等、運転者等その他の関係者に対し、適切に教育及び指導を行うこと。
⑵　事業者は、第１条第１項に掲げる場所において「自動点呼」を行う場合には、当該場所以外で「自動点呼」が行われることを防止するため、「自動点呼機器」が自動点呼実施場所から持ち出されないよう必要な措置を講じること。
⑶　事業者は、「自動点呼機器」を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動する状態に保持すること。
⑷　運行管理者等は、運転者等ごとに、あらかじめ「自動点呼」の実施予定を「自動点呼機器」に入力し、「自動点呼」の実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。
⑸　「自動点呼」を実施する予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても「自動点呼」が完了しない場合には、運行管理者等が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
⑹　事業者は、運転者等が携行品を確実に携行もしくは返却したことを確認できる体制を整備すること。
⑺　事業者は、運行管理者等及び運転者等の間で早急に報告する必要がある事項については、「自動点呼」の実施にかかわらず両者間で速やかに報告がなされるよう指導すること。
⑻　運転者が酒気を帯びていることが確認された場合は、運行管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
⑼　業務前点呼においては、運転者が安全な運転をすることができないおそれがあると「自動点呼機器」によって判定された場合は、運行管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
⑽　業務前点呼においては、道路運送車両法第４７条の２第１項及び第２項の規定による点検の結果に異常が認められた場合、運行管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
⑾　「自動点呼機器」の故障等により「自動点呼」を行うことが困難となった場合に、「自動点呼」を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行う体制を整えること。
⑿　事業者は、運転者等の識別に必要な生体認証符号等や健康状態に係る測定結果等の取扱いについて、あらかじめ、対象者の同意を得ること。
⒀　「自動点呼」を行う運行管理者等は、第１条第２号に掲げる場所において運転者等が「自動点呼」を受ける場合にあっては、あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が定めた場所で「自動点呼」を受けていることを、当該「自動点呼」の実施中又は終了後に静止画又は動画により確認すること。
⒁　　業務前自動点呼を実施する場合、は月に1回程度以上は対面で運転者と面談し健康状態を直接把握確認するとともに、当該運転者等に対する指導及び監督を適切に行うことにより、安全運転の遵守等について指導すること。

（自動点呼を開始または終了する際の届出）
第５条
「自動点呼」を実施しようとする場合において、当該点呼を実施する１０日前までに、「自動点呼」実施営業所を管轄する運輸支局長に対して、必要な事項を記録した自動点呼の実施に係る届出書を提出していること。これを変更しようとする時は変更の実施に先立ち提出、または終了しようとする時には遅滞なく、届出書を提出すること。
なお業務前・業務後それぞれ分けて提出すること。

